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・第62回中小企業団体九州大会 in 宮崎県
・令和６年度 中小企業・小規模事業者・地域経済関係 
　概算要求等ポイント

特　集

七城町の高島橋から下流のコスモブリッジ周辺の河川敷周辺に一面に咲くコスモス。爽やか
な風に揺られ、どこまでも続くピンクの絨毯のようなコスモスが楽しめます。





・組合HotNews
　　熊本青果食品商業協同組合
　　熊本県生コンクリート工業組合

・中央会だより
　　電気工事業界における先進的な取り組み及び組合活性化策に関する研修会を開催！
　　「脱炭素時代を生き抜く環境経営セミナー」を開催
　　～目指せ！「スーパーマーケット・トレードショー」への出展！～

・くまもとUBA
　　青年部の集い in 宮崎県

・お知らせ
　　中央会からのお知らせ「令和５年度組合等ITリテラシー向上研修事業」研修会のご案内
　　熊本国税局からのお知らせ
　　熊本地方法務局からのお知らせ
　　熊本県立大学からのお知らせ

・景況ウォッチャー
　　令和５年８月分
　　情報連絡員便り

・掲示板
　　編集後記
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第62回中小企業団体九州大会 in 宮崎県

令和６年度 中小企業・小規模事業者・
地域経済関係 概算要求等ポイント

特集

熊本の熊本の10月
花言葉花言葉

トルコギキョウ
北アメリカ原産でリンドウ科の植物です。
桔梗とは関係なく、リンドウ科ユーストマに属し、トルコギ
キョウ以外にリシアンサス、ユーストマとも言います。
種類も多く、花の色によって花言葉は違いますが、全体的に優
しくポジティブな花言葉が多いことから、男性が恋人や奥様に
プレゼントする花として人気があります。 

清々しい美しさ、優美、希望

　熊本県中央会では、補助事業などの最新情報を「中央会サポートstation」に掲載
しております。
　QRコードからもご確認いただけますので是非ご覧ください！
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特 集 第62回中小企業団体九州大会 in宮崎県
連携の力で新たな挑戦　～再生と飛躍に向けて～

　令和５年９月７日（木）、「連携の力で新たな挑戦　～再生
と飛躍に向けて～」をキャッチフレーズに「第62回中小企業
団体九州大会」が、「シーガイアコンベンションセンター」
（宮崎市山崎町浜山）において開催され、九州・沖縄の中小
企業団体代表者約800人が宮崎の地に一堂に会しました。
　はじめに、スポーツジャーナリストでみやざき大使を務め
る増田明美氏を講師に迎え、「あきらめない！走り続ける人
生」をテーマに記念講演会が行われました。増田氏は、日本
パラ陸上競技連盟会長や全国高等学校体育連盟理事、日本パ
ラスポーツ協会理事も務められており、講演会では、モチベーションアップについてやスポーツの現場から
得た組織論などについてお話いただき、来年パリで開催されるパラリンピックの見どころなどもご紹介され
ました。
　記念講演会後、本大会が開催され、河野俊嗣宮崎県知事並びに池田宜永都城市長より歓迎の挨拶が行われ
ました。その後、松浦哲哉中小企業庁経済支援部長をはじめとする多数の来賓の皆様よりそれぞれご祝辞が
述べられました。大会議事では、堀之内芳久宮崎県中央会会長を議長に、総合経済対策に基づく中小企業支
援の強力な推進、働き方改革関連法改正の猶予期間終了による影響が大きい業種への支援、組合等連携組織
対策の拡充・強化、防災・減災対策に取り組む中小企業組合及び中小企業・小規模事業者に対する支援策の
充実・強化など46項目が決議されました。なお、来年の九州大会は、沖縄県で開催されることが決定し、そ
の後、豊永厚志独立行政法人中小企業基盤整備機構理事長のかけ声で万歳三唱が行われ、閉会となりまし
た。

１ エネルギー・原材料価格高騰など厳しい環境にある中小企業・小規模事業者に対する支
 　援の拡充強化
２ 中小企業の多様な人材確保・定着・育成を促進する雇用対策の拡充強化
３ 中小企業連携組織対策予算の拡充強化
４ ウィズコロナにおける九州・沖縄地域の振興とインフラ整備の積極的な推進
５ 商店街及び中小小売業の需要喚起並びににぎわい回復のための環境整備対策の拡充強化
６ 中小企業の経営安定のための金融支援の拡充強化
７ 中小企業の成長・継続を後押しする税制の拡充強化
８ 九州・沖縄で頻発する自然災害への早期の防災・減災対策の実現と復旧・復興に向けた
 　支援施策の拡充強化

記念講演会の様子

大会スローガン
第62回中小企業団体九州大会

　宮崎県宮崎市にて開催された第62回中小企業団体
九州大会の熊本県中央会１泊２日のツアーには、14
名のご参加をいただきました。初日は、昭和45年創
業以来、地元の素材にこだわりつづけている老舗に
て宮崎の郷土料理であるチキン南蛮を頂き、大会後
の夕食では宮崎の名産に舌鼓を打ちながら大会の感
想や日頃の業務等について話を弾ませていました。
翌日も晴天に恵まれ、長さ250ｍ、幅1.2ｍの緑の森
へ伸びる「綾の照葉大吊り橋」を散策し、宙を歩く
ようなスリルの中、緑と大空のパノラマを一望する
ことができました。その後、蔵元 雲海酒造直営であ
る「綾 酒泉の杜」を訪れ、雲海酒造が作るこだわり
のお酒などをお土産に購入した方や、「美秋工芸」
にて屋久杉作品を見学し、一品作を購入した方もい
らっしゃいました。午後は高千穂町へ移動し、昼食
に店主こだわりの十割そばや天然うなぎを堪能した
後、約1,900年前の垂仁天皇時代に創建された神社
である「高千穂神社」を参拝し、あっという間の１
泊２日の旅に幕を閉じました。
　今回のツアーはいかがでしたでしょうか。本県組合
関係者間において交流と懇親を深めることができたか
と思います。次年度の中小企業団体九州大会は沖縄県
で開催されます。来年も皆様方にご満足いただける本
会の九州大会コースを考案して参りますので、是非ご
参加いただきますようお願いいたします。
　御多忙の中、本大会にご参会いただきました皆
様、誠にありがとうございました！

第62回中小企業団体九州大会 in宮崎県　連携の力で新たな挑戦　～再生と飛躍に向けて～特 集

九州大会旅行記

九州中小企業団体中央会連合会会長表彰　被表彰者紹介
受賞された皆様、おめでとうございます！

『優良組合表彰』受賞者２名
（手前から）熊本県地方卸市場振興㈿松永正伸理事長、
　　　　　　熊本地方市場問屋㈿松本知明理事長

九州大会にご参加いただいた本県の皆様

「綾の照葉大吊り橋」の前で記念撮影をし、橋を散策

「美秋工芸」で屋久杉家具や様々な作品を見学

ガイドさんによる「高千穂神社」の歴史について
説明を受けながら、境内を散策

『組合功労者表彰』
代表受賞者の(協)鹿本ショッピングセンター　緒続　勝理事長
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特 集 令和６年度 中小企業・小規模事業者・
地域経済関係 概算要求等ポイント

・物価高や、構造的な人手不足等、厳しい経営環境に直面する中小企業・小規模事業者等に対する価格転嫁対策や資
金繰り支援、省人化投資支援等に万全を期す。さらに、持続的な賃上げに向けた環境整備を図る。
・その上で、GX／DX等といった産業構造の転換の中、中小企業・小規模事業者の成長に向けた取組を後押しするた

め、予算・税等の政策手段を総動員する。
・また、事業承継、社会課題解決、工業用水道の整備の支援等を通じて、地域経済の活性化を図る。
　 ※また、物価高騰下で生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等の成長の下支えについて事項要求。

・適切な価格転嫁が行われるよう、価格交渉促進月間等を通じて取引適正化の促進を強化する。また、資金繰り支援を通
じて中小企業・小規模事業者の事業継続を強力に支援するとともに、経営者保証改革を進める。
・人手不足に対して省人化投資を支援するとともに、持続的な賃上げに向けた環境整備を図る。

※デジタル庁に一括計上することとなった情報システム予算のうち中小企業政策に関連するものを含めると、令和５年度は約1,111億円、令和６年度
　概算要求額は約1,359億円となる。

基本的な課題認識と対応の方向性

【１】物価高、人手不足等の厳しい経営環境への対応

当　初

その他

その他

＜価格転嫁対策＞
中小企業取引対策事業【36億円（24億円）】

「価格交渉促進月間」（９月・３月）の実施や、下請振興法に基づく「指導・助言」、企業名公
表を通じた実効性向上、下請Ｇメンによるヒアリング、「パートナーシップ構築宣言」の実効
性の向上

価格交渉促進月間や、下請Ｇメン等による取引実態の把握、下請法の厳正な執行、下請かけこみ寺での相談対
応等を実施

当　初
＜資金繰り支援＞
日本政策金融公庫補給金【151億円（146億円）】
日本政策金融公庫からの融資における金利を引下げるため、利子補給を実施

税
＜賃上げ・省人化投資支援＞
賃上げ税制の拡充
構造的・持続的な賃上げの実現に向け、赤字の状況等でも賃上げに取り組む中小企業等を対象とした繰越控除
措置の創設等

＜その他＞
事業者のインボイスに係る課題解決に向けた相談受付窓口の設置や、支援機関における相談
体制の強化

当　初

令和４年度
補正

中小企業信用補完制度関連補助事業【70億円（35億円）】
信用保証制度等を通じた資金繰り支援を実施。経営者保証の提供を選択できる新制度構築に際し、信用保証料
補助等を実施

当　初 中小企業活性化・事業承継総合支援事業【223億円（157億円）】
中小企業活性化協議会による事業再生支援、事業承継・引継ぎ支援センターによる円滑な事業承継・引継ぎ支
援等を実施

中小企業等の資金繰り支援【2,981億円】（財務省計上分212億円含む）
コロナ借換保証制度、経営者保証を徴求しない創業時の信用保証制度を実施。資本性劣後ローンの供給等を継続

令和４年度
補正等

中小企業生産性革命推進事業【2,000億円（令和４年度補正）】※ものづくり補助金・IT導入補助金等
設備投資、IT導入、販路開拓等への補助を通じ、中小企業・小規模事業者の生産性向上等に向けた取組を支援
事業再構築補助金【6,800億円（令和４年度予備費・補正）】※大規模賃金引上促進枠、最低賃金枠等
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するための新分野展開、業態転換等の事業再構築に
挑戦する中小企業等を支援

中小企業対策費 令和５年度 令和６年度（要求）
1,090億円※ 1,336億円※

令和６年度 中小企業・小規模事業者・地域経済関係 概算要求等ポイント特 集

・GX／DXを含む新たな産業構造への転換等に当たり、中小企業・小規模事業者等による生産性向上・事業再構築等に向けた設備投資を支援する。
・また、「新規輸出１万社支援プログラム」を踏まえ、新規輸出に挑戦する中小企業を支援するとともに、売上高100億円以上など、
飛躍的成長を目指す中小企業の振興を図る。

【２】環境変化に挑戦する中小企業・小規模事業者等の成長支援

・経営者の高齢化の進展が進む中、地域の経済と雇用の基盤を支えるため、事業承継の円滑化を強力に推進する。
・さらに、事業承継等を契機に変革に挑戦する企業の生産性向上・成長を支援する。

【３】事業承継を通じた変革の推進

・地域の社会課題解決に向けた取組や、地域への企業立地を促す工業用水道の整備を支援する。また、多様な経営課題を抱える中小
企業への伴走・経営支援を推進する。

【４】社会課題解決をはじめとした地域における取組への支援等

＜設備投資・新規輸出支援等＞

＜伴走支援等＞

税
＜成長志向の中堅・中小企業に対する支援措置の検討＞
成長志向の中堅・中小企業を支援すべく、新たな需要獲得等に資する設備投資や規模拡大や高付加価値化を目的とした
グループ化等を促進する措置を検討

税
＜交際費課税等＞

中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入できる特例措置及び取得価額が30万円未満の減価償却資産を全額損金
算入できる特例措置の延長

令和４年度
補正等

当　初 中小企業海外展開総合支援事業【中小機構交付金の内数】
新規に海外市場の獲得を目指す中小企業・小規模事業者等による輸出（越境ECを含むブランディング・プロモーション等）を支援

当　初 中小企業経営支援事業【中小機構交付金の内数】
成長志向企業の価値創出や中堅企業への成長に向け専門家による総合的な課題に対するハンズオン支援（伴走支援）を実施

＜研究開発＞
当　初 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）【134億円（133億円）】

交際費の損金算入の特例措置及び少額減価償却資産の特例措置の延長

税
事業承継に伴う贈与税・相続税の100％猶予に必要な特例承継計画の提出期限を令和５年度末から延長等
法人版・個人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限の延長等

税
中小企業がM&Aを実施する際、株式等の取得価額の70%を損金として算入する準備金税制の延長等
中小M&A準備金税制の延長等

大学等と連携して行うものづくり基盤技術及び高度なサービスに関する研究開発を支援、「イノベーション・プロデュー
サー」を通じたイノベーションの創出支援

当　初 後継者支援ネットワーク事業【5.5億円（2.1億円）】
後継者同士の切磋琢磨できる場を創出し、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競うイベント開催

当　初 地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業【6.7億円（新規）】
ソーシャルビジネスを支援する地域の関係者を中心としたエコシステムを構築するため社会課題解決事業モデルを実証する

当　初 工業用水道事業費補助金【47億円（20億円）】
激甚化する災害等への対応のための強靱化や、重要な産業の立地に伴う水需要への対応のための新設等を進める

当　初 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業【52億円（37億円）】
各都道府県によろず支援拠点を整備するなど、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題に対応するための体制を整備

当　初 小規模事業対策推進等事業【54億円（54億円）】
中小企業支援機関等を通じて行われる小規模事業者への巡回指導・窓口相談などを支援

当　初 地方公共団体による小規模事業者支援推進事業【13億円（11億円）】
地方公共団体と連携し、地域の実情を踏まえた小規模事業者の販路開拓・生産性向上に向けた取組（含む災害復旧）を支援

当　初 中心市街地・商店街等診断・サポート事業【中小機構交付金の内数】
変革意欲のある商店街等の事業推進体制強化に向け、複数専門家による面的伴走支援等を行う

当　初 地域の中堅・中核企業の経営力向上支援事業【27億円（25億円）】（再掲）
専門家・企業間のネットワーク構築や「地域の人事部」の取組を支援。人材活用ガイドラインの普及を通じ人材の戦略
的な活用を促進。地域での即戦力DX人材を育成

事業承継・M&A後の新たな取組（設備投資、販路開拓等）、M&A時の専門家活用の取組等を支援

当　初 中小企業活性化・事業承継総合支援事業【223億円（157億円）】（再掲）
中小企業活性化協議会による事業再生支援、事業承継・引継ぎ支援センターによる円滑な事業承継・引継ぎ支援等を実施

当　初 地域の中堅・中核企業の経営力向上支援事業【27億円（25億円）】
専門家・企業間のネットワーク構築や「地域の人事部」の取組を支援。人材活用ガイドラインの普及を通じ人材の戦
略的な活用を促進。地域での即戦力DX人材を育成

当　初 グリーントランスフォーメーション対応支援事業【中小機構交付金の内数】
中小機構への相談窓口の設置や支援機関の人材育成等によりカーボンニュートラルに向けた取組を支援

中小企業生産性革命推進事業【2,000億円（令和４年度補正）】（再掲）※ものづくり補助金・IT導入補助金等
事業再構築補助金【6,800億円（令和４年度予備費・補正）】（再掲）※成長枠、グリーン成長枠、産業構造転換枠等

令和４年度
補正

中小企業生産性革命推進事業【2,000億円（令和４年度補正）】（再掲） ※事業承継・引継ぎ補助金等
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特 集 令和６年度 中小企業・小規模事業者・
地域経済関係 概算要求等ポイント

・物価高や、構造的な人手不足等、厳しい経営環境に直面する中小企業・小規模事業者等に対する価格転嫁対策や資
金繰り支援、省人化投資支援等に万全を期す。さらに、持続的な賃上げに向けた環境整備を図る。
・その上で、GX／DX等といった産業構造の転換の中、中小企業・小規模事業者の成長に向けた取組を後押しするた

め、予算・税等の政策手段を総動員する。
・また、事業承継、社会課題解決、工業用水道の整備の支援等を通じて、地域経済の活性化を図る。
　 ※また、物価高騰下で生産性向上に取り組む中小企業・小規模事業者等の成長の下支えについて事項要求。

・適切な価格転嫁が行われるよう、価格交渉促進月間等を通じて取引適正化の促進を強化する。また、資金繰り支援を通
じて中小企業・小規模事業者の事業継続を強力に支援するとともに、経営者保証改革を進める。

・人手不足に対して省人化投資を支援するとともに、持続的な賃上げに向けた環境整備を図る。

※デジタル庁に一括計上することとなった情報システム予算のうち中小企業政策に関連するものを含めると、令和５年度は約1,111億円、令和６年度
　概算要求額は約1,359億円となる。

基本的な課題認識と対応の方向性

【１】物価高、人手不足等の厳しい経営環境への対応

当　初

その他

その他

＜価格転嫁対策＞
中小企業取引対策事業【36億円（24億円）】

「価格交渉促進月間」（９月・３月）の実施や、下請振興法に基づく「指導・助言」、企業名公
表を通じた実効性向上、下請Ｇメンによるヒアリング、「パートナーシップ構築宣言」の実効
性の向上

価格交渉促進月間や、下請Ｇメン等による取引実態の把握、下請法の厳正な執行、下請かけこみ寺での相談対
応等を実施

当　初
＜資金繰り支援＞
日本政策金融公庫補給金【151億円（146億円）】
日本政策金融公庫からの融資における金利を引下げるため、利子補給を実施

税
＜賃上げ・省人化投資支援＞
賃上げ税制の拡充
構造的・持続的な賃上げの実現に向け、赤字の状況等でも賃上げに取り組む中小企業等を対象とした繰越控除
措置の創設等

＜その他＞
事業者のインボイスに係る課題解決に向けた相談受付窓口の設置や、支援機関における相談
体制の強化

当　初

令和４年度
補正

中小企業信用補完制度関連補助事業【70億円（35億円）】
信用保証制度等を通じた資金繰り支援を実施。経営者保証の提供を選択できる新制度構築に際し、信用保証料
補助等を実施

当　初 中小企業活性化・事業承継総合支援事業【223億円（157億円）】
中小企業活性化協議会による事業再生支援、事業承継・引継ぎ支援センターによる円滑な事業承継・引継ぎ支
援等を実施

中小企業等の資金繰り支援【2,981億円】（財務省計上分212億円含む）
コロナ借換保証制度、経営者保証を徴求しない創業時の信用保証制度を実施。資本性劣後ローンの供給等を継続

令和４年度
補正等

中小企業生産性革命推進事業【2,000億円（令和４年度補正）】※ものづくり補助金・IT導入補助金等
設備投資、IT導入、販路開拓等への補助を通じ、中小企業・小規模事業者の生産性向上等に向けた取組を支援
事業再構築補助金【6,800億円（令和４年度予備費・補正）】※大規模賃金引上促進枠、最低賃金枠等
ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するための新分野展開、業態転換等の事業再構築に
挑戦する中小企業等を支援

中小企業対策費 令和５年度 令和６年度（要求）
1,090億円※ 1,336億円※

令和６年度 中小企業・小規模事業者・地域経済関係 概算要求等ポイント特 集

・GX／DXを含む新たな産業構造への転換等に当たり、中小企業・小規模事業者等による生産性向上・事業再構築等に向けた設備投資を支援する。
・また、「新規輸出１万社支援プログラム」を踏まえ、新規輸出に挑戦する中小企業を支援するとともに、売上高100億円以上など、
飛躍的成長を目指す中小企業の振興を図る。

【２】環境変化に挑戦する中小企業・小規模事業者等の成長支援

・経営者の高齢化の進展が進む中、地域の経済と雇用の基盤を支えるため、事業承継の円滑化を強力に推進する。
・さらに、事業承継等を契機に変革に挑戦する企業の生産性向上・成長を支援する。

【３】事業承継を通じた変革の推進

・地域の社会課題解決に向けた取組や、地域への企業立地を促す工業用水道の整備を支援する。また、多様な経営課題を抱える中小
企業への伴走・経営支援を推進する。

【４】社会課題解決をはじめとした地域における取組への支援等

＜設備投資・新規輸出支援等＞

＜伴走支援等＞

税
＜成長志向の中堅・中小企業に対する支援措置の検討＞
成長志向の中堅・中小企業を支援すべく、新たな需要獲得等に資する設備投資や規模拡大や高付加価値化を目的とした
グループ化等を促進する措置を検討

税
＜交際費課税等＞

中小企業の交際費を800万円まで全額損金算入できる特例措置及び取得価額が30万円未満の減価償却資産を全額損金
算入できる特例措置の延長

令和４年度
補正等

当　初 中小企業海外展開総合支援事業【中小機構交付金の内数】
新規に海外市場の獲得を目指す中小企業・小規模事業者等による輸出（越境ECを含むブランディング・プロモーション等）を支援

当　初 中小企業経営支援事業【中小機構交付金の内数】
成長志向企業の価値創出や中堅企業への成長に向け専門家による総合的な課題に対するハンズオン支援（伴走支援）を実施

＜研究開発＞
当　初 成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech事業）【134億円（133億円）】

交際費の損金算入の特例措置及び少額減価償却資産の特例措置の延長

税
事業承継に伴う贈与税・相続税の100％猶予に必要な特例承継計画の提出期限を令和５年度末から延長等
法人版・個人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限の延長等

税
中小企業がM&Aを実施する際、株式等の取得価額の70%を損金として算入する準備金税制の延長等
中小M&A準備金税制の延長等

大学等と連携して行うものづくり基盤技術及び高度なサービスに関する研究開発を支援、「イノベーション・プロデュー
サー」を通じたイノベーションの創出支援

当　初 後継者支援ネットワーク事業【5.5億円（2.1億円）】
後継者同士の切磋琢磨できる場を創出し、既存の経営資源を活かした新規事業アイデアを競うイベント開催

当　初 地域の社会課題解決企業支援のためのエコシステム構築実証事業【6.7億円（新規）】
ソーシャルビジネスを支援する地域の関係者を中心としたエコシステムを構築するため社会課題解決事業モデルを実証する

当　初 工業用水道事業費補助金【47億円（20億円）】
激甚化する災害等への対応のための強靱化や、重要な産業の立地に伴う水需要への対応のための新設等を進める

当　初 中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業【52億円（37億円）】
各都道府県によろず支援拠点を整備するなど、中小企業・小規模事業者が抱える様々な経営課題に対応するための体制を整備

当　初 小規模事業対策推進等事業【54億円（54億円）】
中小企業支援機関等を通じて行われる小規模事業者への巡回指導・窓口相談などを支援

当　初 地方公共団体による小規模事業者支援推進事業【13億円（11億円）】
地方公共団体と連携し、地域の実情を踏まえた小規模事業者の販路開拓・生産性向上に向けた取組（含む災害復旧）を支援

当　初 中心市街地・商店街等診断・サポート事業【中小機構交付金の内数】
変革意欲のある商店街等の事業推進体制強化に向け、複数専門家による面的伴走支援等を行う

当　初 地域の中堅・中核企業の経営力向上支援事業【27億円（25億円）】（再掲）
専門家・企業間のネットワーク構築や「地域の人事部」の取組を支援。人材活用ガイドラインの普及を通じ人材の戦略
的な活用を促進。地域での即戦力DX人材を育成

事業承継・M&A後の新たな取組（設備投資、販路開拓等）、M&A時の専門家活用の取組等を支援

当　初 中小企業活性化・事業承継総合支援事業【223億円（157億円）】（再掲）
中小企業活性化協議会による事業再生支援、事業承継・引継ぎ支援センターによる円滑な事業承継・引継ぎ支援等を実施

当　初 地域の中堅・中核企業の経営力向上支援事業【27億円（25億円）】
専門家・企業間のネットワーク構築や「地域の人事部」の取組を支援。人材活用ガイドラインの普及を通じ人材の戦
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　近年、建設需要の増加により電気工事業界の市場規模も
年々大きくなっている一方、電気工事業界の課題として電
気工事士の人材不足が挙げられています。また、組合への
新規加入が見受けられるものの、組合員同士のつながりも
希薄化しており、若手入職者の確保や即戦力となる人材の
育成も大きな課題となっています。
　そこで今回、将来を担う人材を育成及び確保し、本県の
地域産業に即戦力となる人材を輩出すると共に、電気工事
業界の連携強化を図ることを目的に、令和５年８月25日
（金）、ユースピア熊本県青年会館にて県内の電気工事組合
を管轄する熊本県電気工事業工業組合の汐田康博代表理事
を講師にお招きし、業界及び組合の活性化策に関する研修
会を開催いたしました。
　研修会では、汐田講師より「組合活性化に伴う事業内容
について」や「各支部との連携強化を図るための取り組
み」等についてご説明いただきました。参加された約30名

の皆様は、「大変勉強になる時間だった。今回学んだことを早速活かしていきたい。」など述べられ
ました。

　令和５年９月15日（金）、くまもと県民交流会館パレアにおいて株
式会社リクロスエクスパンション代表取締役中嶋崇史氏を招聘し、「脱
炭素時代を生き抜く環境経営～グリーン化・脱炭素経営に関する基礎
知識～」をテーマにセミナーを開催しました。
　講師の中嶋氏は、「近年の大手企業が取り組むカーボンニュートラル
（CO2 排出ゼロ）の達成に向け、投資家やステークホルダーからの評
価や消費者意識の変化、コスト削減の意識、機会損失の懸念が強まっ
ている。今後、中小企業においてサプライチェーンといった観点か

ら、脱炭素経営ノウハウを取り入れることが求められる時代に突入する。」と語られました。
　また、省エネ対策に向けた太陽光発電の設備導入手法について、自己所有から第三者保有（PPA）

への転換における考え方や手法ノウハウについて説明
が行われました。
　参加者の方々からは、「脱炭素やカーボンニュート
ラルなど、現代社会の解決すべき問題意識はあった
が、具体的な解決の手法を知る機会が無かったことか
ら、今後組合や組合員が取り組むべきことが明確に理
解できた。」など、新たなビジネスの事業化に繋げた
いとの意見が出されました。

電気工事業界における先進的な取り組み
及び組合活性化策に関する研修会を開催！

「脱炭素時代を生き抜く環境経営セミナー」を開催

講師の汐田康博代表理事

研修会の様子

講師の中嶋崇史氏

多くの皆様にご参加いただきました！

中央会
便り

中央会
便り

　令和５年９月12日、ホテルメルパルク熊本におきまして、熊本青果食品商業協同組合（松枝隆代表理
事）主催により、株式会社アキダイの秋葉弘道代表取締役による講演会が開催されました。この講演会は同
組合が後継者育成のため毎年開講している“やおや大学”の第１回目を兼ねており、同大学の受講生を含め
約60人が出席しました。
　講演会において秋葉氏からは、創業エピソード、お客様との距離感、人材を育てる秘訣、なぜアキダイが
マスコミに取り上げられるのか、など現在までの経験により培ってきた「八百屋として大切にしているこ
と」について熱く語られました。
　また、講演会終了後に開催された交流会においても、秋葉氏より多くの参加者にアドバイスが送られるな
ど、成功裏に幕を閉じました。
　なお、やおや大学は今年で第６期を迎え、青果関連の以外の業種の方にも活かせる合計４回の講義内容
で、２回目以降からの参加も可能とのこと。ご興味のある方はぜひ同組合までお問合せください。
（連絡先：熊本青果食品商業協同組合　TEL：096-323-2721）

　令和５年９月20日（水）、熊本県建設会館において熊本県生コンクリート
工業組合及び熊本県生コンクリート協同組合連合会主催の研修会が開催さ
れました。
　今回は、「優越的地位の濫用規制の概要と適正な価格転嫁の実現に向けて
の取組」をテーマに、講師として公正取引委員会事務総局九州事務所　鹿
野修弘取引課長をお招きし、独占禁止法の規制対象である４つの領域につ
いてや、優越的地位および濫用行為について事例を交えながら説明が行わ
れた他、適正な価格転嫁の実現に向けての公正取引委員会の取組について
もご講話いただきました。
　優越的地位の濫用行為は、相手方の利益を不当に奪い、競争を阻害する
行為であり、優越的地
位の濫用の判断には、
①優越的地位、②正常
な商慣習に照らして不

当に、③濫用行為の３つの要件が必要で、個々の事例
によって判断すべきであるとのことでした。

熊本青果食品商業協同組合
㈱アキダイの秋葉代表を講師に招き講演会を開催!!

「優越的地位の濫用規制の概要と適正な価格転嫁の
実現に向けての取組」に関する研修会を開催

組合 Hot News

会場の様子講師を務めた秋葉弘道氏松枝隆代表理事

主催者挨拶を行なう味岡和國理事長・会長

講師の鹿野修弘氏

研修会の様子

熊本県生コンクリート工業組合・協同組合連合会
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審査対象となった多数の
商品

売れる商品審査会　参加企業一覧
・あしきた農業協同組合 ・株式会社リーナ21「蔵元屋」
・阿蘇壱番屋合同会社 ・栗房
・海外人材アシスト協同組合 ・ジンジベル
・株式会社橋本農園 ・Tobase Labo
・株式会社山内本店

　令和５年８月29日～30日の２日間、「びぷれす INNOVATION studio」にて売れる商品審査会
を開催しました。本会では県内で製造された魅力ある加工食品の販路開拓を支援するため、熊本ネ
クストソサエティ株式会社に御協力いただき、参加企業が持ち寄った商品の評価・ブラッシュアッ
プ支援を実施しました。
　熊本ネクストソサエティ株式会社では、ヒノマルマルシェの運営や大都市圏の百貨店やスー
パー、大手食料品専門店等への卸業務を行っており、今回そのバイヤーの視点からアドバイスを受
けられる貴重な機会ということもあり、県内企業９社が参加されました。当審査会は、「商品の売れ
行きが悪い」「どのように売ればよいかわからない」などというお悩みを持つ企業に対して、今後の
商品開発、販路拡大、売れる商品づくりのヒントを提供することを目的としております。
　審査会では、企業概要と商品の説明、また試食・試飲が行われ、その後、原料やパッケージン
グ、コンセプトや価格など、その商品において想定される詳細な分野にわたり専門家からの質問、
意見、アドバイスが飛び交っていました。
　審査の結果、優秀な成績を収められた事業者には、今年度の「スーパーマーケット・トレード
ショー」への出展支援を行ないます。当審査会が参加企業様の更なる魅力ある商品づくりへの繋が
り、そして熊本県の食品加工業全体が益々勢いあるものとなることを期待いたします。

～目指せ！「スーパーマーケット・
　　　　トレードショー」への出展！～

商品説明を行う参加者 味や価格などを総合的に審査

中央会
便り

　今年も残り２ヶ月、各青年部組織での清掃活動、また研修会・懇親会などを他の青年部組織と共同で
実施するなど、親睦を深める事業に取り組んでみませんか？
１.単組青年部交流助成　
　 他の青年部組織と交流を図る取り組みを支援します！（50,000円以内）
２.社会貢献活動助成　
 　奉仕活動、教育活動、社会貢献活動にかかった費用を支援します！（30,000円以内）
まだまだ予算がございます、ぜひお問い合わせください。

～くまもとUBAが青年部活動をバックアップします～

くまもとUBA
UNITED　BUSINESS　ASSOCIATIONS

【お問い合わせ先】 熊本県中小企業団体中央会青年部協議会事務局
TEL:096-325-3255　youth@chuokai-kumamoto.com　担当：佐々木・谷口

青年部の集い in 宮崎県

九州中の組合青年部会員が参加

宮崎UBA横山会長挨拶 各県会長会議のようす各県対抗アトラクションで盛り上がりました

 ９月７日（木）、宮崎県にて開催された中小企業団体九
州大会に合わせて、九州・沖縄の青年経営者・後継者が
一堂に会し、今後の組合青年部活動の研鑽を図ることを
目的とした「青年部の集い」が開催されました。今回は
九州沖縄各県の青年部から約150名が参加、熊本県から
も会員青年部より13名の方にご参加いただきました。
　当日は、主催である宮崎県中小企業団体中央会青年部
の横山義和会長の挨拶の後、来賓紹介などが行われ、懇
親会が開始、数々のステージイベントなどで会場は盛り
上がりを見せておりました。また恒例の各県対抗のアト
ラクションも行われ、各県代表者が白熱した戦いを繰り広げました。
　翌日は、ゴルフ大会も開催され、参加者同士親睦を深める良い機会となりました。他県の多様な業
種の青年経営者との交流で、新たなビジネスやアイデアの創出のきっかけとなれば幸いです。
　また、同日は九州ブロック青年中央会各県会長会議も開催され、くまもとUBA・吉弘会長が出席
し、今後開催される事業について協議いたしました。今回青年部の集いにご参加いただきました青年
部の皆様、誠にありがとうございました。
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行きが悪い」「どのように売ればよいかわからない」などというお悩みを持つ企業に対して、今後の
商品開発、販路拡大、売れる商品づくりのヒントを提供することを目的としております。
　審査会では、企業概要と商品の説明、また試食・試飲が行われ、その後、原料やパッケージン
グ、コンセプトや価格など、その商品において想定される詳細な分野にわたり専門家からの質問、
意見、アドバイスが飛び交っていました。
　審査の結果、優秀な成績を収められた事業者には、今年度の「スーパーマーケット・トレード
ショー」への出展支援を行ないます。当審査会が参加企業様の更なる魅力ある商品づくりへの繋が
り、そして熊本県の食品加工業全体が益々勢いあるものとなることを期待いたします。

～目指せ！「スーパーマーケット・
　　　　トレードショー」への出展！～

商品説明を行う参加者 味や価格などを総合的に審査

中央会
便り

　今年も残り２ヶ月、各青年部組織での清掃活動、また研修会・懇親会などを他の青年部組織と共同で
実施するなど、親睦を深める事業に取り組んでみませんか？
１.単組青年部交流助成　
　 他の青年部組織と交流を図る取り組みを支援します！（50,000円以内）
２.社会貢献活動助成　
 　奉仕活動、教育活動、社会貢献活動にかかった費用を支援します！（30,000円以内）
まだまだ予算がございます、ぜひお問い合わせください。

～くまもとUBAが青年部活動をバックアップします～

くまもとUBA
UNITED　BUSINESS　ASSOCIATIONS

【お問い合わせ先】 熊本県中小企業団体中央会青年部協議会事務局
TEL:096-325-3255　youth@chuokai-kumamoto.com　担当：佐々木・谷口

青年部の集い in 宮崎県

九州中の組合青年部会員が参加

宮崎UBA横山会長挨拶 各県会長会議のようす各県対抗アトラクションで盛り上がりました

 ９月７日（木）、宮崎県にて開催された中小企業団体九
州大会に合わせて、九州・沖縄の青年経営者・後継者が
一堂に会し、今後の組合青年部活動の研鑽を図ることを
目的とした「青年部の集い」が開催されました。今回は
九州沖縄各県の青年部から約150名が参加、熊本県から
も会員青年部より13名の方にご参加いただきました。
　当日は、主催である宮崎県中小企業団体中央会青年部
の横山義和会長の挨拶の後、来賓紹介などが行われ、懇
親会が開始、数々のステージイベントなどで会場は盛り
上がりを見せておりました。また恒例の各県対抗のアト
ラクションも行われ、各県代表者が白熱した戦いを繰り広げました。
　翌日は、ゴルフ大会も開催され、参加者同士親睦を深める良い機会となりました。他県の多様な業
種の青年経営者との交流で、新たなビジネスやアイデアの創出のきっかけとなれば幸いです。
　また、同日は九州ブロック青年中央会各県会長会議も開催され、くまもとUBA・吉弘会長が出席
し、今後開催される事業について協議いたしました。今回青年部の集いにご参加いただきました青年
部の皆様、誠にありがとうございました。
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中央会からのお知らせ

　令和５年分の「所得税及び復興特別所得税」の予定納税（第２期分）の納期限は、令和５年11月
30日（木）です。納期限までに、金融機関又は所轄税務署の窓口で納付してください。
　なお、金融機関の預貯金口座から引き落としとなる「振替納税」が大変便利です。利用されてい
ない方は、是非ご利用ください。
　また、スマホアプリ納付やクレジットカード納付などの各種キャッシュレス納付も大変便利なも
のとなっておりますので、詳しくは国税庁ホームページの「納税に関する総合案内」
（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm）をご覧ください。

　昨今、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、新たなビジネスモデルの構築が余儀なくされDXの必
要性が高まってきており、デジタル化を進めることは、様々な経営課題解決のための有効な手段です。そ
こで、デジタル化によって業務効率化に繋げるための経営課題の発見からITツール選定までの知識普及を
図ることを目的とした研修会を、下記スケジュールにおいて開催いたします。皆様のご参加をお待ちして
おります！

【１回目：業務効率化】
　　日　時：令和５年10月20日（金）10：00～12：00
　　場　所：熊本城ホール　小会議室
　　講　師：独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部　
　　　　　　　　　　　　　中小企業アドバイザー　篠田　昌人　氏
　　テーマ：「～課題発見から業務効率化UPまで～一貫したIT（無料のクラウドサービス）経営活用術」

【２回目：販路開拓】
　　日　時：令和５年10月27日（金）14：00～16：00
　　場　所：熊本ホテルキャッスル　クリスタルホールＡ
　　講　師：独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部　
　　　　　　　　　　　　　中小企業アドバイザー　足立　貴文　氏
　　テーマ：「デジタルマーケティング活用による販売戦略のポイント」

（注）予定納税とは、前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合　
　　　に、その年の「所得税及び復興特別所得税」の一部をあらかじめ納付する制度です。
　　　詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご覧ください。

所得税及び復興特別所得税の予定納税
（第２期分）をお忘れなく

『令和５年度組合等ITリテラシー向上研修事業』
研修会のご案内

熊本国税局からのお知らせ

【お問い合わせ先】熊本県中小企業団体中央会　支援３課　TEL:096-325-3255

熊本地方法務局からのお知らせ

熊本県立大学からのお知らせ

　シリコンアイランドの発展を支える鍵となる「人材育成」に焦点を当て、国内外から専門家を招いて議論
を行います。多くの皆様の御来場をお待ちしています。

「From Dackon Field to Silicon Island: 
　　　　　Promises and Challenges」(仮)
蕭　新煌（マイケル・シャオ）
台湾総統府最高顧問

「我が国の高等教育のあり方と科学技術政策」
上山　隆大
内閣府総合科学技術・イノベーション会議議員

近年、セクハラやパワハラ等のハラスメント、不当な差別等、企業活動において発生する様々な人権問題が
社会の注目を集めています。こうした人権問題への対応は、時として、企業の価値に大きく関わります。

法務局では、職員又は人権擁護委員による研修を無料で行っています。年に一度は「人権研修」を実施してみませんか？

熊本県立大学国際シンポジウム2023
シリコンアイランドのための人材育成

あなたの会社は大丈夫？
～「人権研修」のススメ～

・性的マイノリティの人の割合は
　左利きの人の割合（11人に１人）と同じって本当？
・どのような配慮が必要なの？

・最近話題の「共生社会」って何？
・障害者への「合理的配慮」って何？
・障害者への「合理的配慮」の義務化は
　いつから？

・部落差別（同和問題）
・ハンセン病問題
・新型コロナウイルス感染症や
　　　　　ワクチン接種による差別　等

・人権がまもられていない＝ブラック企業？
・「CSR」「SRI」って何のこと？
・SDGsと人権って何が関係あるの？

・そもそも何がパワハラやセクハラになる？
・多様化するハラスメントについて

【問合せ・申込先】　

LGBTQ+

ハラスメント

企業と人権

障害者・高齢者・外国人等

その他にも…

講師派遣費用無料！
お気軽にお問合せください

熊本地方法務局　人権擁護課（熊本県人権擁護委員連合会）　
〒 862-0971　熊本市中央区大江３丁目１番53号
TEL 096-364-2145　FAX 096-364-0417

参加
無料

令和５年（2023年）11月24日[金] 13：30～16：35（開場13：00）
熊本城ホール ２階 シビックホール

【基調講演】
「シリコンアイランドのための人材育成」
≪パネリスト≫
　園部　哲史　アジア開発銀行研究所所長
　櫻井　一郎　櫻井精技株式会社代表取締役
　島添　正規　本田技研工業株式会社熊本製作所所長
　飯村伊智郎　熊本県立大学総合管理学部教授

≪コーディネーター≫
　白石　　隆　熊本県立大学理事長

【パネルディスカッション】

参加申込みは、メールまたはFAXにて住所、氏名（所属）、連絡先を御記入の上、下記申込先まで！ Webフォームもあります！

熊本県立大学 企画調整室
　Email：kikaku@pu-kumamoto.ac.jp
　FAX：096-384-6765 ／ TEL：096-321-6604

お申込みWebフォーム
URL：https://forms.gle/
　　　q1KNGKS8dYTULrZeA
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中央会からのお知らせ

　令和５年分の「所得税及び復興特別所得税」の予定納税（第２期分）の納期限は、令和５年11月
30日（木）です。納期限までに、金融機関又は所轄税務署の窓口で納付してください。
　なお、金融機関の預貯金口座から引き落としとなる「振替納税」が大変便利です。利用されてい
ない方は、是非ご利用ください。
　また、スマホアプリ納付やクレジットカード納付などの各種キャッシュレス納付も大変便利なも
のとなっておりますので、詳しくは国税庁ホームページの「納税に関する総合案内」
（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/annai/index.htm）をご覧ください。

　昨今、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、新たなビジネスモデルの構築が余儀なくされDXの必
要性が高まってきており、デジタル化を進めることは、様々な経営課題解決のための有効な手段です。そ
こで、デジタル化によって業務効率化に繋げるための経営課題の発見からITツール選定までの知識普及を
図ることを目的とした研修会を、下記スケジュールにおいて開催いたします。皆様のご参加をお待ちして
おります！

【１回目：業務効率化】
　　日　時：令和５年10月20日（金）10：00～12：00
　　場　所：熊本城ホール　小会議室
　　講　師：独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部　
　　　　　　　　　　　　　中小企業アドバイザー　篠田　昌人　氏
　　テーマ：「～課題発見から業務効率化UPまで～一貫したIT（無料のクラウドサービス）経営活用術」

【２回目：販路開拓】
　　日　時：令和５年10月27日（金）14：00～16：00
　　場　所：熊本ホテルキャッスル　クリスタルホールＡ
　　講　師：独立行政法人中小企業基盤整備機構九州本部　
　　　　　　　　　　　　　中小企業アドバイザー　足立　貴文　氏
　　テーマ：「デジタルマーケティング活用による販売戦略のポイント」

（注）予定納税とは、前年分の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上である場合　
　　　に、その年の「所得税及び復興特別所得税」の一部をあらかじめ納付する制度です。
　　　詳しくは、国税庁ホームページ（https://www.nta.go.jp）をご覧ください。

所得税及び復興特別所得税の予定納税
（第２期分）をお忘れなく

『令和５年度組合等ITリテラシー向上研修事業』
研修会のご案内

熊本国税局からのお知らせ

【お問い合わせ先】熊本県中小企業団体中央会　支援３課　TEL:096-325-3255

熊本地方法務局からのお知らせ

熊本県立大学からのお知らせ

　シリコンアイランドの発展を支える鍵となる「人材育成」に焦点を当て、国内外から専門家を招いて議論
を行います。多くの皆様の御来場をお待ちしています。

「From Dackon Field to Silicon Island: 
　　　　　Promises and Challenges」(仮)
蕭　新煌（マイケル・シャオ）
台湾総統府最高顧問

「我が国の高等教育のあり方と科学技術政策」
上山　隆大
内閣府総合科学技術・イノベーション会議議員

近年、セクハラやパワハラ等のハラスメント、不当な差別等、企業活動において発生する様々な人権問題が
社会の注目を集めています。こうした人権問題への対応は、時として、企業の価値に大きく関わります。

法務局では、職員又は人権擁護委員による研修を無料で行っています。年に一度は「人権研修」を実施してみませんか？

熊本県立大学国際シンポジウム2023
シリコンアイランドのための人材育成

あなたの会社は大丈夫？
～「人権研修」のススメ～

・性的マイノリティの人の割合は
　左利きの人の割合（11人に１人）と同じって本当？
・どのような配慮が必要なの？

・最近話題の「共生社会」って何？
・障害者への「合理的配慮」って何？
・障害者への「合理的配慮」の義務化は
　いつから？

・部落差別（同和問題）
・ハンセン病問題
・新型コロナウイルス感染症や
　　　　　ワクチン接種による差別　等

・人権がまもられていない＝ブラック企業？
・「CSR」「SRI」って何のこと？
・SDGsと人権って何が関係あるの？

・そもそも何がパワハラやセクハラになる？
・多様化するハラスメントについて

【問合せ・申込先】　

LGBTQ+

ハラスメント

企業と人権

障害者・高齢者・外国人等

その他にも…

講師派遣費用無料！
お気軽にお問合せください

熊本地方法務局　人権擁護課（熊本県人権擁護委員連合会）　
〒 862-0971　熊本市中央区大江３丁目１番53号
TEL 096-364-2145　FAX 096-364-0417

参加
無料

令和５年（2023年）11月24日[金] 13：30～16：35（開場13：00）
熊本城ホール ２階 シビックホール

【基調講演】
「シリコンアイランドのための人材育成」
≪パネリスト≫
　園部　哲史　アジア開発銀行研究所所長
　櫻井　一郎　櫻井精技株式会社代表取締役
　島添　正規　本田技研工業株式会社熊本製作所所長
　飯村伊智郎　熊本県立大学総合管理学部教授

≪コーディネーター≫
　白石　　隆　熊本県立大学理事長

【パネルディスカッション】

参加申込みは、メールまたはFAXにて住所、氏名（所属）、連絡先を御記入の上、下記申込先まで！ Webフォームもあります！

熊本県立大学 企画調整室
　Email：kikaku@pu-kumamoto.ac.jp
　FAX：096-384-6765 ／ TEL：096-321-6604

お申込みWebフォーム
URL：https://forms.gle/
　　　q1KNGKS8dYTULrZeA
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～65歳超雇用推進助成金のご案内～ 

JEED　熊本

65歳超継続雇用促進コース

助成金説明会のご案内

主な支給要件

支給額

高年齢者無期雇用転換コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの
廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の
継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実
施する事業主の皆様を助成します。

①労働協約または就業規則で定めている定年
年齢等を、過去最高を上回る年齢に引上げ
ること

②定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ
委託費等の経費の支出があること。

③改正後の就業規則を労働基準監督署へ届け
出ること

④高年齢者の雇用の安定等に関する法律の遵守
⑤１年以上継続して雇用されている60歳以

上の雇用保険被保険者が１人以上いること
⑥高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者

雇用管理に関する措置の実施

申請の流れ
①高年齢者雇用等推進者の選任
②高年齢者雇用管理整備計画の作成、機構へ

の計画申請
③機構から計画を認定される
④整備計画に基づき、措置を実施
⑤実施確認期間終了後、機構への支給申請

申請の流れ
①高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者

雇用管理に関する措置を実施し、無期雇用
転換制度を整備

②転換計画の作成、機構への計画申請
③機構から計画を認定される
④転換計画に基づき、対象者を転換
⑤転換の実施後６ヶ月分の賃金を支給
⑥機構への支給申請

支給額
・対象労働者１人につき48万円
　（中小企業事業主以外は38万円）
　支給額にかかわらず１支給申請年度（４月
　～３月）１適用事業所あたり10人までが
　上限（注３）

（注３）支給申請年度毎の人数は、転換日を基準に合算し
ます

措置（注１）の内容
①高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体

系、労働時間等の雇用管理制度の見直しも
しくは導入

②法定の健康診断以外の健康管理制度（人間
ドックまたは生活習慣病予防検診）の導入

（注１）措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協
約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に
実施・適用することが必要。

支給額
支給対象経費（注２）の60%、ただし中小企業
事業主以外は45%
（注２）措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサル
タントとの相談経費等（経費の額に関わらず、初回の申請
に限り50万円の費用を要したものとみなします。）

・定年の引上げ等の措置の内容、60歳以上
の被保険者数、定年等の引上げ年数に応じ
て15万円から160万円（ただし１事業主
あたり（企業単位）１回限り）

開催日：令和５年 10/５、11/20
　　　　令和６年 ２/５　
場　所：ポリテクセンター熊本（合志市須屋2505-3）

＊参加無料
＊説明会の詳細、申込方法については、

熊本支部 ホームページをご覧ください。

＜お問合せ・説明会の申込先＞
独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構
熊本支部　高齢・障害者業務課
TEL　096-249-1888
FAX　096-249-1889

高年齢者の雇用管理制度を整備するための
措置（高年齢者雇用管理整備措置）を実施
した事業主の皆様を助成します。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働
者を無期雇用労働者に転換した事業主の皆
様を助成します。
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～65歳超雇用推進助成金のご案内～ 

JEED　熊本

65歳超継続雇用促進コース

助成金説明会のご案内

主な支給要件

支給額

高年齢者無期雇用転換コース高年齢者評価制度等雇用管理改善コース 
65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの
廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の
継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実
施する事業主の皆様を助成します。

①労働協約または就業規則で定めている定年
年齢等を、過去最高を上回る年齢に引上げ
ること

②定年の引上げ等の実施に対して、専門家へ
委託費等の経費の支出があること。

③改正後の就業規則を労働基準監督署へ届け
出ること

④高年齢者の雇用の安定等に関する法律の遵守
⑤１年以上継続して雇用されている60歳以

上の雇用保険被保険者が１人以上いること
⑥高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者

雇用管理に関する措置の実施

申請の流れ
①高年齢者雇用等推進者の選任
②高年齢者雇用管理整備計画の作成、機構へ

の計画申請
③機構から計画を認定される
④整備計画に基づき、措置を実施
⑤実施確認期間終了後、機構への支給申請

申請の流れ
①高年齢者雇用等推進者の選任及び高年齢者

雇用管理に関する措置を実施し、無期雇用
転換制度を整備

②転換計画の作成、機構への計画申請
③機構から計画を認定される
④転換計画に基づき、対象者を転換
⑤転換の実施後６ヶ月分の賃金を支給
⑥機構への支給申請

支給額
・対象労働者１人につき48万円
　（中小企業事業主以外は38万円）
　支給額にかかわらず１支給申請年度（４月
　～３月）１適用事業所あたり10人までが
　上限（注３）

（注３）支給申請年度毎の人数は、転換日を基準に合算し
ます

措置（注１）の内容
①高年齢者の能力開発、能力評価、賃金体

系、労働時間等の雇用管理制度の見直しも
しくは導入

②法定の健康診断以外の健康管理制度（人間
ドックまたは生活習慣病予防検診）の導入

（注１）措置は、55歳以上の高年齢者を対象として労働協
約または就業規則に規定し、1人以上の支給対象被保険者に
実施・適用することが必要。

支給額
支給対象経費（注２）の60%、ただし中小企業
事業主以外は45%
（注２）措置の実施に必要な専門家への委託費、コンサル
タントとの相談経費等（経費の額に関わらず、初回の申請
に限り50万円の費用を要したものとみなします。）

・定年の引上げ等の措置の内容、60歳以上
の被保険者数、定年等の引上げ年数に応じ
て15万円から160万円（ただし１事業主
あたり（企業単位）１回限り）

開催日：令和５年 10/５、11/20
　　　　令和６年 ２/５　
場　所：ポリテクセンター熊本（合志市須屋2505-3）

＊参加無料
＊説明会の詳細、申込方法については、

熊本支部 ホームページをご覧ください。

＜お問合せ・説明会の申込先＞
独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構
熊本支部　高齢・障害者業務課
TEL　096-249-1888
FAX　096-249-1889

高年齢者の雇用管理制度を整備するための
措置（高年齢者雇用管理整備措置）を実施
した事業主の皆様を助成します。

50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働
者を無期雇用労働者に転換した事業主の皆
様を助成します。

132023.10



令和
５年
８月

分

①熊本の人口（R5. ８） 1,707,633人 ⑪新車登録台数（R5. ８） 2,933台 
②鉱工業指数　生産（R5. ６） 160.3 ⑫中古車登録台数（R5. ８） 1,847台
③鉱工業指数　出荷（R5. ６） 157.9 ⑬預金残高（R5. ５） 7兆7,368億円
④鉱工業指数　在庫（R5. ６） 89.8 ⑭貸出残高（R5. ５） 4兆9,700億円
⑤公共工事請負額（R5. ６） 242億円 ⑮企業倒産件数（R5. ７） 5件
⑥設住宅着工戸数（R5. ６） 1,284戸 ⑯企業倒産負債総額（R5. ７） 5億9,600万円
⑦百貨店売上高（九州）（R5. ６） 362億円 ⑰輸出（R5. ５） 38億円
⑧スーパー売上高（九州）（R5. ６） 978億円 ⑱輸入（R5. ５） 173億円
⑨共同店舗売上高（県内９店舗）（R5. ６） 6億1,736万円 ⑲消費者物価指数（R5. ６） 　　　104.7
⑩生コン出荷量（R5. ８） 93,577㎥

△70
△60
△50
△40
△30
△20
△10
0
10
20
30

（DI値）

△70
△60
△50
△40
△30
△20
△10
0
10
20
30

（DI値）

R4/8 9 10 11 12 R5/1 2 3 4 5 6 7 8
売 上 高 -4.1 2.5 7.5 1.3 -0.8 -6.8 0.4 9.0 2.7 1.4 2.3 3.6 -1.6 
収益状況 -32.0 -30.8 -28.5 -31.1 -29.2 -33.2 -29.1 -22.7 -23.1 -21.6 -20.5 -22.6 -25.3 
業界の景況 -27.6 -25.0 -21.3 -22.9 -21.5 -25.2 -22.7 -17.2 -17.1 -14.7 -14.9 -16.6 -20.5 

※DI値とは、前年同月と比較した企業の景況感を示す景況判断指数のことです。
※DIの計算方法（『増加』・『好転』した組合数―『減少』・『悪化』した組合数）÷回答組合数×100

景況ウォッチャー

景況の推移（前年同月比）熊本県集計

景況の推移（前年同月比）全国集計

熊本の経済指標

情報連絡員の皆様から寄せられた回答を基に
作成しています。

※鉱工業指数は2010年、消費者物価指数（熊本市）は2010年を100とした指数
※中古車登録台数は中古新規登録のみです。

売上高 収益状況 業界の景況

売上高 収益状況 業界の景況

前年同月比（％）：

【データ出典】　■①…熊本県統計人口調査　■②～④…熊本県鉱工業指数月報　　　■⑤～⑧、⑬～⑲…熊日新聞掲載
　　　　　　　　■⑨…熊本県中央会調べ　　■⑩…熊本県生コンクリート工業組合　■⑪・⑫…熊本県自動車販売店協会

減少-10％
以上 やや減少-５％以上～

-10％未満 やや増加+５％以上～
+10％未満不変0～±５％

未満 増加+10％
以上

R4/8 ３119 10 12 R5/1 ５ ６ ７ ８４ 年/月２

R4/8 ３119 10 12 R5/1 ５ ６ ７ ８４ 年/月２

売上高が3.4ポイント、
収益状況がマイナス11.9
ポイント、景況がマイナ
ス13.6ポイントとなり、
業界の景況が大幅に右肩
下がりとなった。

R4/8 9 10 11 12 R5/1 2 3 4 ５ ６ ７ 8
売 上 高 6.8 10.2 18.6 16.9 18.6 6.8 1.7 10.2 3.4 -1.7 6.8 5.1 3.4
収益状況 -20.3 -30.5 -27.1 -18.6 -20.3 -25.4 -10.2 -18.6 -1.7 -13.6 -6.8 -11.9 -11.9
業界の景況 -20.3 -15.3 -13.6 -13.6 -11.9 -22.0 -13.6 -3.4 -3.4 1.7 -5.1 -3.4 -13.6

主要３指標は、景況が
3.9ポイント低下、売上
高が２ポイント低下、収
益状況が2.7ポイント低
下した。

情報連絡員便り ※情報連絡員の方より回答いただきました
　フリーアンサーの中から一部掲載しています。

　食料品　麺類製造業
● 夏場は麺類の売上げが減少する傾向にある。特

に今年の夏は猛暑が続き、売上げが悪かった。

　食料品　調味料製造業
● コロナの影響からの脱却に時間がかかってお

り、現状では売上が元に戻らず、前年比でもま
だマイナス状況が続いている。

　木材・木製品　一般製材業
● 材価急騰の反動による受注減は当分長期になる

見通し。

　窯業・土石製品　コンクリート製品製造業
● 人材確保が大きな課題である。
● 県全体の売上高前年同月比が下回っている要因

として、熊本地区における菊陽町の半導体製造
工場関連の需要が落ち着いてきたことが挙げら
れる。また、依然として熊本地区と郡部地区と
の出荷量の格差が目立ち、県南地区における令
和２年７月豪雨の災害復旧工事以外は特に目立
つ物件もなく厳しい状況である。

　窯業・土石製品　砕石製造業
● 昨年度の主な取引先であった立野ダム関連の取

引が皆無となったことにより、昨年同月比で大
幅な売上減となったが、TSMC関連や公共事業
関係でのセメントの販売数の大幅な減少等によ
り、立野ダムを除いた取引額でも約２割程度減
少した。

　鉄鋼・金属　異業種
● 令和２年度の豪雨災害工事が一段落したので、

少し売上減少した燃料の高止まりが経営を逼迫
している。また、高鉱物による設備投資が減少
しているので経営は厳しい状況にある。

● 前年同月比では全体的に売上がダウンしている
が、前月比ではアップしている。よって、全体
的に安定していると思われる。

● 人材確保が難しい。
● 売上高減少の組合員が増えつつある。今のとこ

ろ資金繰りの悪化が生じている組合員は少ない
が、組合員の景況判断は厳しい状況にあり、今
後収益悪化傾向にある企業が増えることが懸念
される。原材料の高騰や人材確保の面でのマイ
ナス要因が改善されない状況が継続している。

　卸売業　各種商品卸売業
● 組合員のうち建設資材卸の企業は、働き方改革や

2024年問題等により以前のような建設業特有の
季節変動の波が無くなったとの声を聞く。今後の
展望として、需要が減り価格競争につながり、人
件費増と人手不足がさらに厳しくなる見通しであ
る。食品卸売の企業はTSMCの進出で県内に移り
住む台湾人家族向けに輸入した食品を新工場周辺
のスーパーに卸し、台湾人の生活をサポートする
狙いで年内開始を目指す。一方で同社が扱う食品
を台湾にも輸出する予定である。

　卸売業　野菜卸売業
● 緩やかな回復傾向は継続中である。

　卸売業　セメント卸売業
● 今月は前月より出荷増であった。

　小売業　燃料小売業
● コロナ禍の影響が軽減され人流が回復傾向にあ

る為、価格高騰の状況においても８月の販売量
増加が期待されていたが、台風６号の影響によ
る人流の減少及びタンカーが八代港に接岸でき
ずに八代の油槽所で行われた出荷制限に起因す
るSSでの限定給油及び休業の為、８月の販売量
は例年に比し少なかった。

● 今月のプロパン・ブタンの原油価格は470ドル/
ｔで、先月400ドル/ｔより価格は上がってい
る。しかしながら、前年比較でみると60％程度
まで下がった単価となっている。また、販売量
については、前年同月と比べると6.7％減で、売
上高としても6.6％減となりともに減少傾向にあ
る。９月～12月にかけ実施される「LPガス価格
高騰対応支援事業」の効果に期待したいところ
である。

　小売業　各種商品小売業
● ８月は前年対比で+106.2％であった。また、

中元売出し期間（８月11日～15日）は、SM部
門で売上実績：+115.4％、客数：+107.4％、
点数：104.8％と、前年を大幅に上回る実績と
なった。コロナ感染症対策の緩和もあり、帰省
者も多かったためと思われる。

　　諸物価高騰は消費者生活に大きなダメージを
与えていると思われるが、当組合における今期
営業成績は想定より高い結果を残せている。９
月以降もプレミアム付商品券の販売を継続して

いきたい。
● 組合全体としては、下がり続けていた売り上げ

が中央会等の支援による専門家の指導により下
げ止まり感がある。しかし、部門間で格差が生
じており、目標未達成部門が全体を押し下げて
いる要因となっている。このため、人件費との
兼ね合いもあり、９月より部門の一部について
委託販売を導入し効率化と売上アップを狙うこ
ととしている。

● ８月度はコロナ前の水準には達していないが、
売上は上昇傾向にある。原材料、包装資材、燃
料費等の高騰に伴い、価格転嫁のため値上をし
ているが、先行き不透明である。

● 夏休みであったため帰省等による人の動きや、
猛暑であったことが売上の増加につながった。
特にドリンクは売上が増加した。

　小売業　自動車・二輪車小売業
● 業者オークションの価格も落ち着きはじめ販売

価格は低下している。

　商店街　八代市
● 10月のプレミアム商品券発売に期待したい。イ

ベント実施時は久々にアーケードに活気があふ
れていた。

　商店街　天草市
● ８月は台風のため、休日にした店が多かった。

　サービス業　デザイン業
● ８月に入り各社物件が減少して業界の材料の動

きが前年から約50％に下落したが、一時的な状
況と思われる。特に、この期間はお盆などの休
みが長かった影響が出ている。９月に入ると物
件も動き出す見込みである。

　建設業　鉄筋工事業
● 半導体関連の工事が12月開始の予定。益々技能

者が必要となるが人材不足が続く状況である。

　建設業　鉄骨工事業
● 商社の動きが顕著になっている。
● 見積物件が増えて来た。
● 公共工事が少ない。
● 図面の承認が遅いので、予定より作図工程が遅

くなり工場の工程がうまく流れない。
● 現場労務の手配が難しくなっている。

　運輸業　沿海海運業
● ８月は用船料の値上もあって収益状況は良好で

あった。

　運輸業　一般乗用旅客自動車運送業
● 人流はかなり回復しているが、平日の夜はまだ

コロナ前までは戻っていない。

　運輸業　一般貨物自動車運送業
● 燃料の上昇に苦しめられており、補助金は年末

まで延長されたが高止まりが懸念される。ま
た、TSMCの影響で道路が混雑し、労働時間が
長くなり困っている。
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令和
５年
８月

分

①熊本の人口（R5. ８） 1,707,633人 ⑪新車登録台数（R5. ８） 2,933台 
②鉱工業指数　生産（R5. ６） 160.3 ⑫中古車登録台数（R5. ８） 1,847台
③鉱工業指数　出荷（R5. ６） 157.9 ⑬預金残高（R5. ５） 7兆7,368億円
④鉱工業指数　在庫（R5. ６） 89.8 ⑭貸出残高（R5. ５） 4兆9,700億円
⑤公共工事請負額（R5. ６） 242億円 ⑮企業倒産件数（R5. ７） 5件
⑥設住宅着工戸数（R5. ６） 1,284戸 ⑯企業倒産負債総額（R5. ７） 5億9,600万円
⑦百貨店売上高（九州）（R5. ６） 362億円 ⑰輸出（R5. ５） 38億円
⑧スーパー売上高（九州）（R5. ６） 978億円 ⑱輸入（R5. ５） 173億円
⑨共同店舗売上高（県内９店舗）（R5. ６） 6億1,736万円 ⑲消費者物価指数（R5. ６） 　　　104.7
⑩生コン出荷量（R5. ８） 93,577㎥
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R4/8 9 10 11 12 R5/1 2 3 4 5 6 7 8
売 上 高 -4.1 2.5 7.5 1.3 -0.8 -6.8 0.4 9.0 2.7 1.4 2.3 3.6 -1.6 
収益状況 -32.0 -30.8 -28.5 -31.1 -29.2 -33.2 -29.1 -22.7 -23.1 -21.6 -20.5 -22.6 -25.3 
業界の景況 -27.6 -25.0 -21.3 -22.9 -21.5 -25.2 -22.7 -17.2 -17.1 -14.7 -14.9 -16.6 -20.5 

※DI値とは、前年同月と比較した企業の景況感を示す景況判断指数のことです。
※DIの計算方法（『増加』・『好転』した組合数―『減少』・『悪化』した組合数）÷回答組合数×100

景況ウォッチャー

景況の推移（前年同月比）熊本県集計

景況の推移（前年同月比）全国集計

熊本の経済指標

情報連絡員の皆様から寄せられた回答を基に
作成しています。

※鉱工業指数は2010年、消費者物価指数（熊本市）は2010年を100とした指数
※中古車登録台数は中古新規登録のみです。

売上高 収益状況 業界の景況

売上高 収益状況 業界の景況

前年同月比（％）：

【データ出典】　■①…熊本県統計人口調査　■②～④…熊本県鉱工業指数月報　　　■⑤～⑧、⑬～⑲…熊日新聞掲載
　　　　　　　　■⑨…熊本県中央会調べ　　■⑩…熊本県生コンクリート工業組合　■⑪・⑫…熊本県自動車販売店協会
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売上高が3.4ポイント、
収益状況がマイナス11.9
ポイント、景況がマイナ
ス13.6ポイントとなり、
業界の景況が大幅に右肩
下がりとなった。

R4/8 9 10 11 12 R5/1 2 3 4 ５ ６ ７ 8
売 上 高 6.8 10.2 18.6 16.9 18.6 6.8 1.7 10.2 3.4 -1.7 6.8 5.1 3.4
収益状況 -20.3 -30.5 -27.1 -18.6 -20.3 -25.4 -10.2 -18.6 -1.7 -13.6 -6.8 -11.9 -11.9
業界の景況 -20.3 -15.3 -13.6 -13.6 -11.9 -22.0 -13.6 -3.4 -3.4 1.7 -5.1 -3.4 -13.6

主要３指標は、景況が
3.9ポイント低下、売上
高が２ポイント低下、収
益状況が2.7ポイント低
下した。

情報連絡員便り ※情報連絡員の方より回答いただきました
　フリーアンサーの中から一部掲載しています。

　食料品　麺類製造業
● 夏場は麺類の売上げが減少する傾向にある。特

に今年の夏は猛暑が続き、売上げが悪かった。

　食料品　調味料製造業
● コロナの影響からの脱却に時間がかかってお

り、現状では売上が元に戻らず、前年比でもま
だマイナス状況が続いている。

　木材・木製品　一般製材業
● 材価急騰の反動による受注減は当分長期になる

見通し。

　窯業・土石製品　コンクリート製品製造業
● 人材確保が大きな課題である。
● 県全体の売上高前年同月比が下回っている要因

として、熊本地区における菊陽町の半導体製造
工場関連の需要が落ち着いてきたことが挙げら
れる。また、依然として熊本地区と郡部地区と
の出荷量の格差が目立ち、県南地区における令
和２年７月豪雨の災害復旧工事以外は特に目立
つ物件もなく厳しい状況である。

　窯業・土石製品　砕石製造業
● 昨年度の主な取引先であった立野ダム関連の取

引が皆無となったことにより、昨年同月比で大
幅な売上減となったが、TSMC関連や公共事業
関係でのセメントの販売数の大幅な減少等によ
り、立野ダムを除いた取引額でも約２割程度減
少した。

　鉄鋼・金属　異業種
● 令和２年度の豪雨災害工事が一段落したので、

少し売上減少した燃料の高止まりが経営を逼迫
している。また、高鉱物による設備投資が減少
しているので経営は厳しい状況にある。

● 前年同月比では全体的に売上がダウンしている
が、前月比ではアップしている。よって、全体
的に安定していると思われる。

● 人材確保が難しい。
● 売上高減少の組合員が増えつつある。今のとこ

ろ資金繰りの悪化が生じている組合員は少ない
が、組合員の景況判断は厳しい状況にあり、今
後収益悪化傾向にある企業が増えることが懸念
される。原材料の高騰や人材確保の面でのマイ
ナス要因が改善されない状況が継続している。

　卸売業　各種商品卸売業
● 組合員のうち建設資材卸の企業は、働き方改革や

2024年問題等により以前のような建設業特有の
季節変動の波が無くなったとの声を聞く。今後の
展望として、需要が減り価格競争につながり、人
件費増と人手不足がさらに厳しくなる見通しであ
る。食品卸売の企業はTSMCの進出で県内に移り
住む台湾人家族向けに輸入した食品を新工場周辺
のスーパーに卸し、台湾人の生活をサポートする
狙いで年内開始を目指す。一方で同社が扱う食品
を台湾にも輸出する予定である。

　卸売業　野菜卸売業
● 緩やかな回復傾向は継続中である。

　卸売業　セメント卸売業
● 今月は前月より出荷増であった。

　小売業　燃料小売業
● コロナ禍の影響が軽減され人流が回復傾向にあ

る為、価格高騰の状況においても８月の販売量
増加が期待されていたが、台風６号の影響によ
る人流の減少及びタンカーが八代港に接岸でき
ずに八代の油槽所で行われた出荷制限に起因す
るSSでの限定給油及び休業の為、８月の販売量
は例年に比し少なかった。

● 今月のプロパン・ブタンの原油価格は470ドル/
ｔで、先月400ドル/ｔより価格は上がってい
る。しかしながら、前年比較でみると60％程度
まで下がった単価となっている。また、販売量
については、前年同月と比べると6.7％減で、売
上高としても6.6％減となりともに減少傾向にあ
る。９月～12月にかけ実施される「LPガス価格
高騰対応支援事業」の効果に期待したいところ
である。

　小売業　各種商品小売業
● ８月は前年対比で+106.2％であった。また、

中元売出し期間（８月11日～15日）は、SM部
門で売上実績：+115.4％、客数：+107.4％、
点数：104.8％と、前年を大幅に上回る実績と
なった。コロナ感染症対策の緩和もあり、帰省
者も多かったためと思われる。

　　諸物価高騰は消費者生活に大きなダメージを
与えていると思われるが、当組合における今期
営業成績は想定より高い結果を残せている。９
月以降もプレミアム付商品券の販売を継続して

いきたい。
● 組合全体としては、下がり続けていた売り上げ

が中央会等の支援による専門家の指導により下
げ止まり感がある。しかし、部門間で格差が生
じており、目標未達成部門が全体を押し下げて
いる要因となっている。このため、人件費との
兼ね合いもあり、９月より部門の一部について
委託販売を導入し効率化と売上アップを狙うこ
ととしている。

● ８月度はコロナ前の水準には達していないが、
売上は上昇傾向にある。原材料、包装資材、燃
料費等の高騰に伴い、価格転嫁のため値上をし
ているが、先行き不透明である。

● 夏休みであったため帰省等による人の動きや、
猛暑であったことが売上の増加につながった。
特にドリンクは売上が増加した。

　小売業　自動車・二輪車小売業
● 業者オークションの価格も落ち着きはじめ販売

価格は低下している。

　商店街　八代市
● 10月のプレミアム商品券発売に期待したい。イ

ベント実施時は久々にアーケードに活気があふ
れていた。

　商店街　天草市
● ８月は台風のため、休日にした店が多かった。

　サービス業　デザイン業
● ８月に入り各社物件が減少して業界の材料の動

きが前年から約50％に下落したが、一時的な状
況と思われる。特に、この期間はお盆などの休
みが長かった影響が出ている。９月に入ると物
件も動き出す見込みである。

　建設業　鉄筋工事業
● 半導体関連の工事が12月開始の予定。益々技能

者が必要となるが人材不足が続く状況である。

　建設業　鉄骨工事業
● 商社の動きが顕著になっている。
● 見積物件が増えて来た。
● 公共工事が少ない。
● 図面の承認が遅いので、予定より作図工程が遅

くなり工場の工程がうまく流れない。
● 現場労務の手配が難しくなっている。

　運輸業　沿海海運業
● ８月は用船料の値上もあって収益状況は良好で

あった。

　運輸業　一般乗用旅客自動車運送業
● 人流はかなり回復しているが、平日の夜はまだ

コロナ前までは戻っていない。

　運輸業　一般貨物自動車運送業
● 燃料の上昇に苦しめられており、補助金は年末

まで延長されたが高止まりが懸念される。ま
た、TSMCの影響で道路が混雑し、労働時間が
長くなり困っている。
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編集後記

　食料品　麺類製造業
● 夏場は麺類の売上げが減少する傾向にある。特
に今年の夏は猛暑が続き、売上げが悪かった。

　食料品　調味料製造業
● コロナの影響からの脱却に時間がかかってお
り、現状では売上が元に戻らず、前年比でもま
だマイナス状況が続いている。

　木材・木製品　一般製材業
● 材価急騰の反動による受注減は当分長期になる
見通し。

　窯業・土石製品　コンクリート製品製造業
● 人材確保が大きな課題である。
● 県全体の売上高前年同月比が下回っている要因
として、熊本地区における菊陽町の半導体製造
工場関連の需要が落ち着いてきたことが挙げら
れる。また、依然として熊本地区と郡部地区と
の出荷量の格差が目立ち、県南地区における令
和２年７月豪雨の災害復旧工事以外は特に目立
つ物件もなく厳しい状況である。

　窯業・土石製品　砕石製造業
● 昨年度の主な取引先であった立野ダム関連の取
引が皆無となったことにより、昨年同月比で大
幅な売上減となったが、TSMC関連や公共事業
関係でのセメントの販売数の大幅な減少等によ
り、立野ダムを除いた取引額でも約２割程度減
少した。

　鉄鋼・金属　異業種
● 令和２年度の豪雨災害工事が一段落したので、
少し売上減少した燃料の高止まりが経営を逼迫
している。また、高鉱物による設備投資が減少
しているので経営は厳しい状況にある。

● 前年同月比では全体的に売上がダウンしている
が、前月比ではアップしている。よって、全体
的に安定していると思われる。

● 人材確保が難しい。
● 売上高減少の組合員が増えつつある。今のとこ
ろ資金繰りの悪化が生じている組合員は少ない
が、組合員の景況判断は厳しい状況にあり、今
後収益悪化傾向にある企業が増えることが懸念
される。原材料の高騰や人材確保の面でのマイ
ナス要因が改善されない状況が継続している。

　卸売業　各種商品卸売業
● 組合員のうち建設資材卸の企業は、働き方改革や
2024年問題等により以前のような建設業特有の
季節変動の波が無くなったとの声を聞く。今後の
展望として、需要が減り価格競争につながり、人
件費増と人手不足がさらに厳しくなる見通しであ
る。食品卸売の企業はTSMCの進出で県内に移り
住む台湾人家族向けに輸入した食品を新工場周辺
のスーパーに卸し、台湾人の生活をサポートする
狙いで年内開始を目指す。一方で同社が扱う食品
を台湾にも輸出する予定である。

　卸売業　野菜卸売業
● 緩やかな回復傾向は継続中である。

　卸売業　セメント卸売業
● 今月は前月より出荷増であった。

　小売業　燃料小売業
● コロナ禍の影響が軽減され人流が回復傾向にあ
る為、価格高騰の状況においても８月の販売量
増加が期待されていたが、台風６号の影響によ
る人流の減少及びタンカーが八代港に接岸でき
ずに八代の油槽所で行われた出荷制限に起因す
るSSでの限定給油及び休業の為、８月の販売量
は例年に比し少なかった。

● 今月のプロパン・ブタンの原油価格は470ドル/
ｔで、先月400ドル/ｔより価格は上がってい
る。しかしながら、前年比較でみると60％程度
まで下がった単価となっている。また、販売量
については、前年同月と比べると6.7％減で、売
上高としても6.6％減となりともに減少傾向にあ
る。９月～12月にかけ実施される「LPガス価格
高騰対応支援事業」の効果に期待したいところ
である。

　小売業　各種商品小売業
● ８月は前年対比で+106.2％であった。また、
中元売出し期間（８月11日～15日）は、SM部
門で売上実績：+115.4％、客数：+107.4％、
点数：104.8％と、前年を大幅に上回る実績と
なった。コロナ感染症対策の緩和もあり、帰省
者も多かったためと思われる。

　　諸物価高騰は消費者生活に大きなダメージを
与えていると思われるが、当組合における今期
営業成績は想定より高い結果を残せている。９
月以降もプレミアム付商品券の販売を継続して

いきたい。
● 組合全体としては、下がり続けていた売り上げ
が中央会等の支援による専門家の指導により下
げ止まり感がある。しかし、部門間で格差が生
じており、目標未達成部門が全体を押し下げて
いる要因となっている。このため、人件費との
兼ね合いもあり、９月より部門の一部について
委託販売を導入し効率化と売上アップを狙うこ
ととしている。

● ８月度はコロナ前の水準には達していないが、
売上は上昇傾向にある。原材料、包装資材、燃
料費等の高騰に伴い、価格転嫁のため値上をし
ているが、先行き不透明である。

● 夏休みであったため帰省等による人の動きや、
猛暑であったことが売上の増加につながった。
特にドリンクは売上が増加した。

　小売業　自動車・二輪車小売業
● 業者オークションの価格も落ち着きはじめ販売
価格は低下している。

　商店街　八代市
● 10月のプレミアム商品券発売に期待したい。イ
ベント実施時は久々にアーケードに活気があふ
れていた。

　商店街　天草市
● ８月は台風のため、休日にした店が多かった。

　サービス業　デザイン業
● ８月に入り各社物件が減少して業界の材料の動

きが前年から約50％に下落したが、一時的な状
況と思われる。特に、この期間はお盆などの休
みが長かった影響が出ている。９月に入ると物
件も動き出す見込みである。

　建設業　鉄筋工事業
● 半導体関連の工事が12月開始の予定。益々技能
者が必要となるが人材不足が続く状況である。

　建設業　鉄骨工事業
● 商社の動きが顕著になっている。
● 見積物件が増えて来た。
● 公共工事が少ない。
● 図面の承認が遅いので、予定より作図工程が遅
くなり工場の工程がうまく流れない。

● 現場労務の手配が難しくなっている。

　運輸業　沿海海運業
● ８月は用船料の値上もあって収益状況は良好で
あった。

　運輸業　一般乗用旅客自動車運送業
● 人流はかなり回復しているが、平日の夜はまだ
コロナ前までは戻っていない。

　運輸業　一般貨物自動車運送業
● 燃料の上昇に苦しめられており、補助金は年末
まで延長されたが高止まりが懸念される。ま
た、TSMCの影響で道路が混雑し、労働時間が
長くなり困っている。

　今回、中央会に入職して初めて「中小企業団体九州大会」に行って参りました！九州各県から
中小企業団体代表者が一堂に集まるような会合に参加する機会など滅多にないので、結構緊張し
ましたが、貴重な経験をさせていただけたと感じています。
　宿泊先の部屋から見える景色は、どこまでも海岸線が続いていて南国ムード満載！プライベー
トでは経験できないようなことばかりで、とても最高の夜を過ごすことができました。２日目
は、最初に「綾の照葉大吊り橋」を散策したんですが、歩く振
動で橋が揺れるのでそれが逆に怖くて、ずっと冷や汗ダラダラ
(笑)。ビビりながらも「ツアーの思い出を写真に残さないとい
けない！」という気持ちと葛藤しながら撮影に挑み、なんとか
橋を渡り切りました　スリル満点でしたが、これもまたいい思
い出ですね。
　来年の九州大会は沖縄県で開催されますので、ぜひ皆様にご
参加いただければ幸いです。それでは、11月号もお楽しみに　

支援３課　山下春香
ホテル内のラウンジでカク
テルを嗜みました。

２日目の昼食でいただいた十割そば
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